
資料１（補足資料）

迎賓館提出資料



迎賓館は、内閣府設置法に基づき、迎賓館赤坂離宮と京都迎賓館を使用して、国賓・公賓及びこれに準ずる賓

客に係る公式行事・宿泊等の接遇を行うことを業務とする内閣府の施設等機関である（昭和４９年設置）。

平成２８年度からは「観光先進国」の実現に資するため、接遇等に支障のない範囲で可能な限り、通年での一

般公開を行っている。また、迎賓館を歴史的建造物、文化施設等で、特別感や地域特性を演出できる会場（ユ

ニークベニュー）として活用する「特別開館」も実施している。
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１．迎賓館の業務

内閣府迎賓館の概要

２．施設の概要

（１）迎賓館赤坂離宮
（本館：西洋風宮殿建築）

明治42年に東宮御所として建設。昭和

23年国有財産に移管。国会図書館等を

経て、昭和42年から迎賓施設に改修、

昭和49年供用。平成21年に国宝に指定。

（２）和風別館
（日本風離れ（平屋））

和風別館（「游心亭」（ゆうしんてい））は、

昭和49年に迎賓施設として、迎賓館赤

坂離宮の敷地内に建設。

（３）京都迎賓館

京都迎賓館は、「平安建都1200年を記

念し、京都に和風迎賓館の建設を」とい

う地元の要望を踏まえ、平成17年に京

都御苑内に建設。



（１）接遇
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天皇皇后両陛下とのお別れのご挨拶
ベトナム社会主義共和国国家主席

（H30.6.2）

歓迎行事
アメリカ合衆国大統領

（R4.5.23）

首脳会談
アメリカ合衆国大統領

（R4.5.23）

和風別館での夕食会前の記念撮影
インド共和国首相（R4.5.24）

※出典：首相官邸HP

（２）一般公開 （３）特別開館

自動車の最先端安全技術に関する国際
交流会（H28.7）

第二期叡王戦 決勝三番勝負
（H28.12）

エラールピアノ 夜間公開（ライトアップ）

2017年 プリツカー建築賞授賞式典
（H29.5）

紫斑紋が美しい大理石の大円柱

桐の間（京都）

藤の間（京都）
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